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議案 

番号

55
専決処分について（令和３年度千葉市一般会計補正予算（第１号））（令和３
年３月３１日）

別冊

56 専決処分について（千葉市市税条例の一部改正）（令和３年３月３１日） 1

57 令和３年度千葉市一般会計補正予算（第２号） 別冊

58
工事委託契約について（幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管
復旧業務委託）
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目　　　　次

議　　　　案　　　　件　　　　名 頁



議案第５６号 

   専決処分について 

 令和３年３月３１日専決処分により、次のとおり千葉市市税条例の一

部を改正する条例を制定公布したので承認を求める。 

  令和３年４月２２日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 
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千葉市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和３年３月３１日 

千葉市長 神 谷 俊 一 
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千葉市条例第１９号 

千葉市市税条例の一部を改正する条例 

千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

第２８条の５中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

 附則第５条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令

和３年３月３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。 

附則第１０条の見出し中「平成３０年度から平成３２年度まで」を

「令和３年度から令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度類似

用途変更宅地等」を「令和３年度類似用途変更宅地等」に、「平成３１

年度類似用途変更宅地等」を「令和４年度類似用途変更宅地等」に、

「平成３２年度類似用途変更宅地等」を「令和５年度類似用途変更宅地

等」に、「平成３０年度から平成３２年度まで」を「令和３年度から令

和５年度まで」に、「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法

律第３号）附則第２２条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第７号）附則第１４条第１項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第１０条の

改正規定は、令和３年４月１日から施行する。 

 （固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の附則第１０条の規定は、令和３年度以

後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和２年度

分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 
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議 案 説 明 

  千葉市市税条例の一部改正について、地方自治法第１７９条第１項

の規定に基づき専決処分したので、同条第３項の規定に基づき、報告

するものであります。 
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議案第５８号 

   工事委託契約について 

 市は、次のとおり工事委託契約を締結するものとする。 

  令和３年４月２２日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契 約 の 目 的 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧

業務委託 

２ 委託工事場所 千葉市美浜区打瀬１丁目１番４地内 

３ 委託工事概要（１）詳細設計業務一式 

 （２）地下構造物築造・推進工一式 

 （３）ごみ輸送管敷設切り回し一式 

        （４）廃棄物空気輸送システム設備工一式 

（５）付帯設備工一式 

（６）植栽・外構整備一式 

４ 委 託 金 額 １，２７１，６００，０００円 

５ 工 期 契約締結日の翌日から令和５年３月１８日まで 

６ 委託の相手方 神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地 

  ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

 代表取締役社長 大下 元 
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議 案 説 明 

  幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託を行う

ための工事委託契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるもの

であります。 
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